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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン基板、ガラス基板、及びシリコン基板とガラス基板とが接合された基板のいず
れかの下側基板と、
　前記下側基板に形成され、その上面から下面まで貫通する貫通電極と、
　前記下側基板に形成され、その一端側の側面から他端側の側面まで貫通する冷却流路と
、
　前記下側基板の上に形成され、前記貫通電極に接続されたビルドアップ配線と
　を備えた配線基板と、
　前記配線基板の上に実装され、前記ビルドアップ配線に接続された複数の半導体素子と
、
　前記配線基板の下に実装され、前記貫通電極に接続された下側半導体素子とを有し、
　前記配線基板上の前記複数の半導体素子は前記冷却流路に沿って配置されており、前記
複数の半導体素子のうち、前記冷却流路の流入側に配置される半導体素子は前記冷却流路
の流出側に配置される半導体素子よりも発熱量が小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記冷却流路の流入側に配置される半導体素子はメモリ素子であり、前記冷却流路の流
出側に配置される半導体素子はロジック素子であることを特徴とする請求項１に記載の半
導体装置。
【請求項３】
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　前記複数の半導体素子は３つ以上実装され、前記冷却流路の流入側から流出側にかけて
、発熱量の小さい順に配置されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の半導体
装置。
【請求項４】
　前記冷却流路の流入側から流出側にかけて、ＤＲＡＭチップ、フラッシュメモリチップ
、ＣＰＵチップが順に配置されることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記冷却流路を通過した冷却水は、熱交換器によって冷却されて循環することを特徴と
する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、半導体素子の温度上昇を抑制する冷却機構を備え
た複数の半導体素子が実装される半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子機器の高性能化・小型化を図るため、配線基板の上に複数の半導体素子を実
装して構成されるマルチチップモジュール（ＭＣＭ）やスタックパッケージなどの半導体
装置が開発されている。
【０００３】
　そのような半導体装置では、放熱性を向上させるために、ヒートシンクに代表される放
熱板やファンを取り付けて半導体素子を冷却するようにしている。
【０００４】
　このような冷却機構に関連する技術として、特許文献１には、半導体素子の上方に設け
た流路に冷却水を流して冷却するマルチチップモジュールが開示されており、発熱特性の
異なる複数の半導体素子の温度を一様に効率良く冷却するために半導体素子の発熱量に基
づいて放熱板の厚さを変えた冷却機構が記載されている。
【特許文献１】特開２００１－１５６７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記したような半導体装置では、ロジック素子やＡＳＩＣなどの消費電力の大きな半導
体素子とＤＲＡＭなどの熱に弱い半導体素子が混載されることがある。一般的に、複数の
半導体素子は一つの放熱板にその熱が拡散されるように実装される。このため、発熱量の
大きな半導体素子は効率よく冷却されるが、その熱が放熱板を介して熱に弱い半導体素子
に逆に伝導し、その半導体素子の温度が上昇して誤動作や熱破壊が起こることがある。
【０００６】
　本発明は以上の問題点を鑑みて創作されたものであり、発熱特性の異なる複数の半導体
素子が実装される場合であっても、複数の半導体素子を効率よく冷却できる半導体装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、シリコン基板、ガラス基板、及びシリコン基板とガラス基
板とが接合された基板のいずれかの下側基板と、前記下側基板に形成され、その上面から
下面まで貫通する貫通電極と、前記下側基板に形成され、その一端側の側面から他端側の
側面まで貫通する冷却流路と、前記下側基板の上に形成され、前記貫通電極に接続された
ビルドアップ配線とを備えた配線基板と、前記配線基板の上に実装され、前記ビルドアッ
プ配線に接続された複数の半導体素子と、前記配線基板の下に実装され、前記貫通電極に
接続された下側半導体素子とを有し、前記配線基板上の前記複数の半導体素子は前記冷却
流路に沿って配置されており、前記複数の半導体素子のうち、前記冷却流路の流入側に配
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置される半導体素子は前記冷却流路の流出側に配置される半導体素子よりも発熱量が小さ
いことを特徴とする半導体装置が提供される。
【００１１】
　上記課題を解決するために、配線基板に対して水平方向に水を流すための冷却流路を備
えた前記配線基板と、前記配線基板の上に実装された複数の半導体素子とを有し、前記配
線基板は、シリコン基板、ガラス基板、又はシリコン基板とガラス基板とが接合された貫
通電極が設けられた基板の上にビルドアップ配線が設けられて構成され、前記複数の半導
体素子は前記冷却流路に沿って配置されており、前記複数の半導体素子のうち、前記冷却
流路の流入側に配置される半導体素子は前記冷却流路の流出側に配置される半導体素子よ
りも発熱量が小さいことを特徴とする半導体装置が提供される。
【００１２】
　また、上記形態の半導体装置において、前記複数の半導体素子は、前記配線基板の上側
又は下側の少なくとも一方に実装されるようにしてもよい。
【００１３】
　本発明の半導体装置では、貫通電極が設けられた基板の上にビルドアップ配線が設けら
れて構成されるインターポーザに冷却流路を設けている。そして、半導体素子のうち、発
熱量が小さく熱に弱い半導体素子を冷却流路の流入口側に配置し、発熱量が大きく熱に強
い半導体素子を冷却流路の流出口側に配置している。
【００１４】
　本発明では、冷却流路を備えた半導体装置において、発熱量が小さく熱に弱い半導体素
子と発熱量が大きく熱に強い半導体素子が効率良く冷却されるように工夫されている。冷
却流路に流れる水の温度は、冷却流路の流入口側の温度が低く、流出口側の温度が高くな
るように分布する。この現象を利用して、熱に弱い半導体素子を流入口側に配置すること
により、その半導体素子の温度を集中的に下げることが可能となる。これにより、熱に弱
い半導体素子の熱による誤動作を防止して、長期間安定して動作させることが可能となる
。
【００１５】
　また、インターポーザの上側だけでなく、下側にも半導体素子が実装される場合には、
インターポーザの上下両側に実装される半導体素子を同時に冷却することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように、本発明の半導体装置では、発熱特性の異なる複数の半導体素子を
実装して構成される半導体装置において、熱に弱い半導体素子を集中的に冷却することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１８】
　（１）第１の実施形態
　第１の実施形態の半導体装置を説明する前に、ＭＣＭ(Multi Chip Module)構造を有す
る関連技術の半導体装置の問題点について説明する。
【００１９】
　図１は、関連技術の半導体装置の構造の一例を示した図である。図１（ａ）に半導体装
置の上面図を示し、図１（ｂ）に図１（ａ）のＩ－Ｉ線に沿った断面図を示す。
【００２０】
　図１（ｂ）に示すように、関連技術の半導体装置１００は、所要のビルドアップ配線（
不図示）が設けられた多層配線基板１の上に複数の半導体素子２ａ，２ｂ，２ｃが実装さ
れ、その上に放熱板６が配置されて基本構成される。
【００２１】
　各半導体素子２ａ、２ｂ、２ｃのバンプ３が多層配線基板１の接続部にフリップチップ
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接続されている。例えば、半導体素子２ａ及び２ｃはＤＲＡＭ等のメモリ素子であり、半
導体素子２ｂはＣＰＵ等のロジック素子である。
【００２２】
　また、各半導体素子２ａ、２ｂ、２ｃと多層配線基板１との間にはアンダーフィル樹脂
４が充填されている。また、多層配線基板１の下面には、はんだボールなどからなる外部
接続端子９が設けられている。
【００２３】
　各半導体素子２ａ，２ｂ，２ｃの上部及び多層配線基板１の上部には放熱板６が配置さ
れている。放熱板６はヒートスプレッダ６ａとヒートシンク６ｂで構成される。ヒートス
プレッダ６ａの中央部にはキャビティＣ１が設けられており、その周縁の突起状接合部６
ｘが多層配線基板１の周縁部に導電性接着剤７によって接合されている。
【００２４】
　半導体素子２ａ，２ｂ，２ｃはヒートスプレッダ６ａのキャビティＣ１内に収容され、
それらの上面がヒートスプレッダ６ａのキャビティＣ１の内面に導電性接着剤７によって
接合されている。また、ヒートスプレッダ６ａの上部に導電性接着剤７によってヒートシ
ンク６ｂの下面が接合されている。
【００２５】
　ヒートシンク６ｂの底面の面積は、ヒートスプレッダ６ａの上面の面積よりも広く、ヒ
ートシンク６ｂの上面側は溝部を構成してヒートシンク６ｂ全体の表面積を広くすること
により熱の放出量を大きくしている。さらにヒートシンク６ｂの上部にファン８を設けて
空冷を施すことで、半導体装置１００全体を冷却するようにしている。
【００２６】
　上記したように、半導体素子に対する冷却手段としては放熱板やファンが使用されてい
る。半導体装置１００に搭載される複数の半導体素子は、一般に、種類の異なる素子が使
用され、各半導体素子から発生する発熱量は半導体素子の種類によって異なる。例えば、
計算や判断処理を行うＣＰＵ等の機能素子は動作時の発熱量が大きく、メモリ素子の発熱
量はＣＰＵの発熱量に比較してかなり小さい。
【００２７】
　半導体素子２ｂ（ＣＰＵ）から発生した熱は放熱板６（ヒートスプレッダ６ａ及びヒー
トシンク６ｂ）を介して外部に放熱されるが、ヒートスプレッダ６ａ内にも熱拡散して、
隣接する半導体素子２ａ，２ｃ（ＤＲＡＭ）の上部にも熱が伝わる。その熱はメモリ素子
が発する熱よりも高温であり、結果的に半導体素子２ａ，２ｃ（ＤＲＡＭ）の温度が上昇
してしまい、誤動作や熱破壊が起こることがある。ＣＰＵは耐熱温度が比較的高いが、メ
モリ素子の耐熱温度は低いため、メモリ素子の温度上昇は極力避けることが要求される。
【００２８】
　本願発明者は、半導体装置に実装される半導体素子の耐熱温度が相違することに着目し
、熱に弱い半導体素子を熱に強い半導体素子よりも冷却効果を高くすることについて鋭意
研究し、半導体素子の配列順序を考慮した水冷方式を使用することで本問題を解決できる
ことを見出した。
【００２９】
　以下に、第１の実施形態における半導体装置について説明する。図２は、第１の実施形
態における半導体装置１０の構造の一例を示す図である。図２（ａ）は半導体装置１０の
上面図を示し、図２（ｂ）は、図２（ａ）のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図を示す。
【００３０】
　図２（ｂ）に示すように、第１の実施形態の半導体装置１０では、３層のビルドアップ
配線層が形成された多層配線基板１１の上に３つの半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃが
実装され、その上部に放熱板２１が配置されて基本構成されている。
【００３１】
　多層配線基板１１の配線層１２ａ，１２ｂ，１２ｃと層間絶縁膜１３ａ，１３ｂは相互
に積層されるように形成され、各配線層１２ａ，１２ｂ，１２ｃは、層間絶縁膜１３ａ，
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１３ｂに設けられたビアホール１４を介して相互接続されている。多層配線基板１１の上
部には、配線層１２ｃの接続部上に開口部が設けられたソルダレジスト１５が形成されて
いる。そして、半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃのバンプ１８が配線層１２ｃの接続部
にフリップチップ接続されている。各半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃと多層配線基板
１１との間にはアンダーフィル樹脂１９が充填されている。
【００３２】
　また、多層配線基板１１の下面にも配線層１２ａの接続部に開口部が設けられたソルダ
レジスト１６が形成されている。配線層１２ａの接続部には、はんだボールを搭載するな
どして形成された外部接続端子２０が設けられている。
【００３３】
　さらに、各半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃの上部及び多層配線基板１１の上部には
放熱板２１が配置されている。放熱板２１は例えば銅（Ｃｕ）部材の表面にニッケル（Ｎ
ｉ）層がコートされて構成される。放熱板２１は、中央部にキャビティＣ２が設けられる
ことで周縁部に突起状接合部２１ａが形成されており、その突起状接合部２１ａが多層配
線基板１１の周縁部に導電性接着剤２３によって接合されている。導電性接着剤２３とし
ては、例えば銀ペーストが使用される。さらに、半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃの上
面が導電性接着剤２３によって放熱板２１のキャビティＣ２の内面に接合されている。導
電性接着剤２３を使用することで半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃに放熱板２１を固定
するとともに、半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃから発生する熱を逃がすようにしてい
る。
【００３４】
　このようにして、放熱板２１のキャビティＣ２の内部に半導体素子１７ａ，１７ｂ，１
７ｃが収容されて実装されている。
【００３５】
　多層配線基板１１の上部には複数の半導体素子（図２（ｂ）の例では３つ）が一列に実
装されている。このうち半導体素子１７ａはＣＰＵ等のロジック素子であって熱に強く、
発熱量が大きい。発熱量の大きな半導体素子１７ａとしては、ＣＰＵの他に、ＡＳＩＣ（
ローパワーＣＰＵ）などのロジック素子がある。
【００３６】
　また、半導体素子１７ｂはフラッシュメモリであって、半導体素子１７ａのロジック素
子よりも発熱量が小さい。また、半導体素子１７ｃはＤＲＡＭであって、３つの半導体素
子１７ａ，１７ｂ，１７ｃのうち最も熱に弱く、発熱量が小さい。発熱量の小さな半導体
素子１７ｂ，１７ｃとしては、フラッシュメモリやＤＲＡＭの他に、ＳＲＡＭやＦｅＲＡ
Ｍなどの各種のメモリ素子が含まれる。
【００３７】
　これら３つの半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃは所要の間隔を保って多層配線基板１
１の上部に配置されている。
【００３８】
　さらに、放熱板２１には、一列に実装された半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃの上方
に、この列に沿って水平方向に貫通して形成された冷却流路２２が設けられている。冷却
流路２２に冷却水を流すことにより、半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃを冷却すること
ができる。図２（ｂ）に示した冷却流路２２は右側が流入口Ａになり左側が流出口Ｂにな
る。すなわち、発熱量が小さく熱に弱い半導体素子１７ｃは冷却流路２２の流入口Ａ側に
配置され、発熱量が大きく熱に強い半導体素子１７ａは冷却流路２２の流出口Ｂ側に配置
される。このようにして、複数の半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃが冷却流路２２に沿
って配置される。
【００３９】
　図２（ａ）及び（ｂ）に示すように半導体素子１７ａ，１７ｂ，１７ｃを配置して冷却
流路２２に冷却水を流すことによって、半導体素子を効果的に冷却できることについて以
下に説明する。
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【００４０】
　まず、発熱量の大きな１個の半導体素子（以下、チップともいう）がパッケージの中央
に実装されたときに、冷却流路２２に冷却水を流して半導体素子を冷却したときの水の温
度分布について検討した。図３は温度分布のシミュレーション結果を示している。このシ
ミュレーションでは、チップの発熱量を６０Ｗとし、冷却流路２２に流入する水の温度を
４０℃とした。
【００４１】
　図３の一点鎖線で囲まれた領域はパッケージ３１であり、破線で囲まれた領域はパッケ
ージの中央部に実装されたチップ３２である。パッケージ３１の大きさは４０ｍｍ□であ
り、チップ３２の大きさは１０ｍｍ□である。また、破線３３ａ、３３ｂで挟まれた領域
は冷却流路２２が配置された位置を示している。この冷却流路２２は図３の下側が流入口
Ａとなり上側が流出口Ｂとなっている。
【００４２】
　図３に示すように、冷却流路２２上の流入口Ａからチップ３２のほぼ中央部までの領域
は水温が４０～４５℃（右上がり斜線部）であった。また、チップ３２の中央部からその
近傍の流出口Ｂ側では水温が４５～５０℃（右下がり斜線部）から５０～５５℃（点ハッ
チング部）に上昇した。さらに、そこから流出口Ｂまでの領域では、水温が中央部で５５
～６０℃（水平斜線部）で、その両端側で５０～５５℃（点ハッチング部）であった。こ
のように、流入口Ａから流出口Ｂ側に近づくにつれて水温が上昇することが確認された。
【００４３】
　図３の結果から明らかなように、高熱を発するチップ３２の冷却流路２２の流出口Ｂ側
になるほど水温が上昇する。そのため、冷却流路２２の流出口Ｂ側に熱に弱いチップを配
置すると、高熱によってチップが誤動作したり熱破壊するおそれがある。
【００４４】
　次に、発熱量の異なる複数のチップをパッケージに実装した場合の温度シミュレーショ
ン結果について説明する。
【００４５】
　図４（ａ）は、発熱量の大きな１つのチップと発熱量の小さな２つのチップを実装した
半導体装置において、空冷または水冷を施したときのチップの温度をシミュレーションに
より算出した結果を示している。
【００４６】
　使用する３つのチップのうち、チップ１及びチップ２の発熱量を０．５Ｗとし、チップ
３の発熱量を６０Ｗとしている。これらのチップは水流方向に向けてチップ１、チップ２
、チップ３の順に一列に配置されるものとする。
【００４７】
　図４（ａ）における空冷は、前述した図１に示した関連技術の半導体装置１００を使用
する場合であり、チップ１からチップ３の上部を放熱板及びファンにより全体的に冷却す
る場合である。また、水冷は、第１の実施形態の半導体装置１０を使用する場合であり、
冷却流路２２の流入口Ａ側から流出口Ｂ側に、チップ１、チップ２、チップ３の順に配置
している。すなわち、発熱量が小さく熱に弱いチップ（チップ１）が冷却流路２２の流入
口Ａ側に配置され、発熱量が大きく熱に強いチップ（チップ３）が冷却流路２２の流出口
Ｂ側に配置される。
【００４８】
　図４（ｂ）は、上記のようにチップを配置したときのチップの温度（図４（ａ）のデー
タ）をグラフ化した図である。破線は比較のため、チップの配置を同様にして図１に示し
た空冷を施したときのチップの温度を示した図である。
【００４９】
　図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、チップ１の温度は空冷のときには７６．３８℃に
なったのに対し、水冷のときは４５．０９℃となった。また、チップ２の温度は空冷のと
きには８１．５１℃になったのに対し、水冷のときは６３．１２℃となった。また、チッ
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プ３の温度は空冷のときには１００．３３℃になったのに対し、水冷のときは１０８．９
８℃となった。このように、チップ１、チップ２の温度は空冷を施したときよりも温度が
かなり低くなり、チップ３の温度は空冷を施したときよりも若干温度が高くなる程度であ
る。
【００５０】
　熱に弱いチップ１、チップ２については、第１の実施形態の水冷を施した方が空冷を施
したときよりも熱の上昇を抑えることができる。従って、熱に弱いチップは空冷のときよ
りも、誤動作することなく長時間安定して動作させることが可能となる。
【００５１】
　一方、熱に強いチップ３については、第１の実施形態の水冷を施すと、空冷を施したと
きよりもチップの温度が若干高くなってしまうものの、熱に強いチップ３は、ある程度の
高熱に耐えられるように設計されており、許容範囲内の温度であれば実用上問題が発生し
ない。
【００５２】
　図５は、上記した水冷による冷却機構を備えた半導体装置１０を含む全体構成の一例を
示す模式図である。
【００５３】
　図５の半導体装置１０の冷却流路２２を流れる冷却水は、図５の矢印の方向に循環させ
て使用される。半導体装置１０の右側の流入口Ａから流入した冷却水は冷却流路２２を左
側へ移動するにつれて、半導体素子の発熱により水温が上昇する。この冷却水は冷却流路
２２の左側の流出口Ｂから流出し、ラジエータ５５（熱交換器）によって所要の温度（例
えば４０℃）以下に水温が下げられ、タンク５３に貯められる。タンク５３内の冷却され
た水はポンプによって半導体装置１０に再度送られ、半導体装置１０の冷却流路２２を通
り、半導体素子を冷却する。このようにして冷却水を循環させることにより、冷却水の温
度上昇が抑えられて半導体素子が安定して冷却される。
【００５４】
　以上説明したように第１の実施形態の半導体装置１０では、冷却流路２２を流れる水の
温度の違いを積極的に利用し、水温の低い冷却流路２２の流入口Ａ側に熱に弱い半導体素
子を配置して、その半導体素子の温度を集中的に下げるようにしている。これにより、熱
に弱い半導体素子の温度を集中的に下げることができ、熱に弱い半導体素子が誤動作する
ことなく長期間安定して動作させることが可能になる。また、熱の発生量が大きな半導体
素子は耐熱性があるので、比較的温度が高くなる冷却流路２２の流出口Ｂ側に配置しても
十分な性能が得られる程度に冷却される。
【００５５】
　また、第１の実施形態の半導体装置１０では、放熱板２１に冷却流路２２を設け、そこ
に冷却水を流して半導体素子を冷却しており、空冷式で使用されるサイズの大きなヒート
シンクやファンは使用していない。このため、半導体装置１０を薄型化、小型化すること
が可能となる。
【００５６】
　なお、上記説明では発熱量の小さな２つのチップと発熱量の大きな１つのチップの３つ
のチップについて検討した。この検討を基に、３つのチップがそれぞれ異なる発熱量の場
合については、冷却流路２２の流入口Ａ側から流出口Ｂ側に発熱量の小さなチップの順に
配置することにより、冷却流路２２を流れる水の温度が流入口Ａ側に近いほど低くなり、
熱に弱いチップほど集中的に冷却できることがわかる。
【００５７】
　また、半導体素子の数が４つ以上の場合にも、冷却流路２２の流入口Ａ側から流出口Ｂ
側の方向に、発熱量が小から大になるようにチップを配置すれば、熱に弱いチップほど集
中的に冷却することが可能となる。
【００５８】
　また、上記説明では、冷却流路２２が１本の場合について説明したが、これに限らず、
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放熱板２１に複数の冷却流路２２を形成するようにしてもよい。例えば、冷却流路２２が
水平方向又は上下方向に平行になるように複数形成してもよい。
【００５９】
　上記した第１の実施形態の冷却流路２２を備えた放熱板２１は以下のようにして形成さ
れる。
【００６０】
　まず、放熱板２１を構成する第１の金属板を用意し、第１の金属板に所要のサイズのキ
ャビティを設ける。このキャビティは、金型を使用してプレス加工によって形成してもよ
いし、ドリル加工やレーザ加工によってキャビティを形成してもよい。次に、第１の金属
板のキャビティが形成された面と反対側の面に、所要のサイズの溝を形成する。次に、第
２の金属板と溝が形成された第１の金属板とを接合して、冷却流路２２を備えた放熱板２
１を形成する。
【００６１】
　このようにして形成された放熱板と半導体素子が搭載された多層配線基板とを接合する
ことにより、半導体装置が製造される。
【００６２】
　（２）第２の実施形態
　第２の実施形態では、半導体素子を冷却するための冷却水を流す冷却流路をインターポ
ーザに形成する半導体装置について説明する。
【００６３】
　図６（ａ）～（ｃ）に冷却流路がインターポーザに形成された半導体装置６０の一例を
示す。図６（ａ）は半導体装置の上面図であり、図６（ｂ）はその下面図である。また、
図６（ｃ）は、図６（ａ）の冷却流路６４の中心線に沿って貫通電極６２の手前側から見
た断面図である。
【００６４】
　図６（ｃ）に示すように、第２の実施形態の半導体装置６０は、冷却流路６４が設けら
れた流路付き配線基板６１ａ及びその上に形成された多層配線部６１ｂからなるインター
ポーザ６１と、インターポーザ６１の上下両側に実装された半導体素子６８ａ，６８ｂ，
６９ａ，６９ｂとによって基本構成される。
【００６５】
　インターポーザ６１の流路付き配線基板６１ａには、基板５の縦方向に貫通するスルー
ホールＴＨが設けられ、その内面にシリコン酸化膜からなる絶縁層５７が形成されている
。さらに、スルーホールＴＨ内に銅が充填されて貫通電極６２が設けられている。貫通電
極６２は絶縁層５７によって他の貫通電極６２と電気的に絶縁されている。
【００６６】
　貫通電極６２は、図６（ａ）及び図６（ｂ）を加えて参照すると、冷却流路６４を避け
て、その近傍の基板５の両端側に配置されている。冷却流路６４の詳細については後述す
る。
【００６７】
　また、インターポーザ６１の下面側には配線層７４が設けられ、配線層７４の接続部に
開口部が設けられたソルダレジスト５６が形成されており、半導体素子６９ａ，６９ｂの
バンプ７２が配線層７４にフリップチップ接続されている。インターポーザ６１の下面側
の半導体素子６９ａ，６９ｂの外側の配線層７４にはんだボールなどが搭載されて外部接
続端子７３が設けられている。
【００６８】
　なお、インターポーザ６１の基板５は、好適には、シリコン基板（厚さ２００～３００
μｍ）が使用される。シリコン基板を使用することにより、微細加工が可能になるので、
半導体装置の小型化、薄型化、高性能化などを実現するための高密度実装が可能となる。
【００６９】
　多層配線部６１ｂはビルドアップ配線から形成され、多層配線部６１ｂの上に半導体素
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子６８ａ，６８ｂが接続されている。図６（ｃ）の例では基板５の上に３層のビルドアッ
プ配線が形成されている。多層配線部６１ｂの配線層６５ａ，６５ｂ，６５ｃと層間絶縁
膜６６ａ，６６ｂは相互に積層されるように形成され、各配線層６５ａ，６５ｂ，６５ｃ
は、層間絶縁膜６６ａ，６６ｂに設けられたビアホール５９を介して相互接続されている
。多層配線部６１ｂの上には、配線層６５ｃの接続部に開口部が設けられたソルダレジス
ト６７が形成されている。そして、半導体素子６８ａ，６８ｂのバンプ７１が配線層６５
ｃにフリップチップ接続されている。また、半導体素子６８ａ，６８ｂと多層配線部６１
ｂとの間にアンダーフィル樹脂７０が充填されている。
【００７０】
　多層配線部６１ｂの配線層６５ａが貫通電極６２の上部と接続され、貫通電極６２の下
部がインターポーザ６１の下面側の配線層７４と接続されている。このようにして、貫通
電極６２によって基板５の上面側の配線層６５ａ～６５ｃと下面側の配線層７４とが相互
接続されている。
【００７１】
　次に、インターポーザ６１の流路付き配線基板６１ａに形成される冷却流路６４につい
て説明する。
【００７２】
　インターポーザ６１の流路付き配線基板６１ａにはインターポーザ６１の上部に形成さ
れる複数の半導体素子６８ａ，６８ｂ又はインターポーザ６１の下部に形成される複数の
半導体素子６９ａ、６９ｂが一列に配置される方向に貫通孔が形成され、これらの半導体
素子６８ａ，６８ｂ，６９ａ，６９ｂを冷却するための水の冷却流路６４となっている。
冷却流路６４は図６（ａ）～（ｃ）に示すようにインターポーザ６１を一端側の側面から
対向する他端側の側面まで、水平方向に貫通して設けられる。
【００７３】
　図６（ａ）～（ｃ）に示した冷却流路６４はその右側が流入口Ａになり左側が流出口Ｂ
になる。このようなインターポーザ６１の上部に接続される半導体素子６８ａ、６８ｂの
うち熱に弱い半導体素子６８ｂ（ＤＲＡＭなど）は図６（ａ）～（ｃ）の右側に配置され
る。また、インターポーザ６１の下部においても、半導体素子６９ａ、６９ｂのうち熱に
弱い半導体素子６９ｂは図６の右側に配置される。すなわち、熱に弱い半導体素子６８ｂ
，６９ｂは冷却流路６４の流入口Ａ側に配置され、熱に強い半導体素子６８ａ、６９ａは
冷却流路６４の流出口Ｂ側に配置される。
【００７４】
　なお、冷却流路６４を通過した冷却水は、前述した図５での説明と同様に、流出口Ｂか
ら流出した冷却水の水温を所要の温度に下げて、循環して使用される。
【００７５】
　以上説明したように、第２の実施形態の半導体装置６０では、熱に弱い半導体素子６８
ｂ，６９ｂを冷却流路６４の流入口Ａ側に配置することにより、第１の実施形態で説明し
た半導体装置１０の場合と同様に、熱に弱い半導体素子に対する冷却効果を高めることが
できる。熱に弱い半導体素子の温度を集中的に下げることにより、熱に弱い半導体素子が
誤動作することなく長期間安定して動作させることが可能になる。
【００７６】
　また、インターポーザ６１の上下両面に半導体素子を実装した場合には、上記した配置
にすることによりインターポーザ６１の上面側に接続された熱に弱い半導体素子だけでな
く、インターポーザ６１の下面側に接続された熱に弱い半導体素子に対しても冷却効果を
高めることが可能となる。
【００７７】
　なお、第２の実施形態ではインターポーザ６１の基板５としてシリコンを使用する場合
について説明したが、シリコンに限らず、例えばガラスを使用してインターポーザ６１を
形成するようにしてもよい。
【００７８】
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　また、図６（ｃ）の半導体装置では、インターポーザ６１の上下両面に半導体素子が実
装される場合を示しているが、インターポーザ６１の片面側のみに半導体素子を実装して
もよいことは勿論である。
【００７９】
　また、図６ではインターポーザ６１に冷却流路６４が１つ形成された場合を示している
が、これに限らず、冷却流路６４が水平方向又は上下方向に平行になるように複数形成し
てもよい。冷却流路６４を水平方向に複数形成する場合には、冷却流路６４の間に貫通電
極６２を配置することも可能となる。
【００８０】
　また、第２の実施形態では、インターポーザ６１の基板５の内部に冷却流路６４を形成
して、そこに冷却水を流すことにより半導体素子を冷却するようにしているが、半導体素
子に対する冷却効果をさらに高めるために、図６（ｃ）の構成にさらに放熱板を付加する
ようにしてもよい。インターポーザ６１の上面側に配置した半導体素子の上部に放熱板を
配置することにより、放熱板の下の熱に弱い半導体素子に対する冷却効果をさらに高める
ことができる。
【００８１】
　さらに、第１の実施形態と同様に、半導体素子の上に配置された放熱板に冷却流路を設
けることも可能である。
【００８２】
　なお、インターポーザ６１の基板５の冷却流路６４は以下のようにして形成される。
【００８３】
　まず、第１のシリコンウエハを用意し、第１のシリコンウエハにフォトリソグラフィと
ドライエッチングによって所要のサイズの溝を形成する。次に、第２のシリコンウエハと
溝が形成された第１のシリコンウエハとを接着する。この接着はＡｒプラズマ照射後、１
０００℃でアニールすることにより行う。
【００８４】
　また、インターポーザ６１の基板５はシリコンに限らず、ガラスを用いてもよい。ガラ
スを用いる場合には、まず、第１のガラスを用意し、第１のガラスの上に所要の開口部を
備えたマスクを形成し、その開口部に露出するガラスの部分をサンドブラスト法などによ
って加工して所要の溝を形成する。なお、所要の型に熔融したガラスを流し込むことによ
って、同様な構造にしてもよい。次に、第２のガラスと溝が形成された第１のガラスとを
接着する。
【００８５】
　また、インターポーザ６１はシリコンとガラスによって形成するようにしてもよい。上
記方法によって所要の溝を形成したシリコンとガラスとを接着する。シリコンとガラスは
陽極接合によって接合する。例えば、シリコン及びガラスを３００～４００℃に加熱した
状態で、両者の間に５００Ｖ～１ｋＶの電圧を印加することにより、陽極接合することが
できる。
【００８６】
　上記したように冷却流路となる水平方向に貫通する貫通孔を備えた流路付き配線基板６
１ａを形成した後、貫通電極や多層ビルドアップ配線などを形成する。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】図１は、関連技術のＭＣＭ構造を備えた半導体装置を示す構成図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施形態の半導体装置を示す構成図である。
【図３】図３は、半導体素子の放熱による温度分布のシミュレーション結果を示す図であ
る。
【図４】図４は、複数の半導体素子の放熱による温度分布のシミュレーション結果を説明
する図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施形態の半導体装置の冷却水の循環機構を示す模式図
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である。
【図６】図６は、本発明の第２の実施形態の半導体装置を示す構成図である。
【符号の説明】
【００８８】
１，１１…多層配線基板、１０，６０…半導体装置、１２，６５…配線層、１３，６６…
層間絶縁膜、１４，５９…ビアホール、１６，５６，６７…ソルダレジスト、１７，６８
，６９…半導体素子、１８，７１…半田バンプ、１９，７０…アンダーフィル樹脂、２０
，７３…外部接続端子、２１…放熱板、２２，６４…冷却流路、２３…導電性接着剤、５
５…熱交換器、６１…インターポーザ、６２…貫通電極、Ｃ１，Ｃ２…キャビティ、ＴＨ
…スルーホール。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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